
横浜市介護予防ケアマネジメント実施要綱 

 

  制定 平成27年12月24日 健高在第 924号（局長決裁） 

最近改正 令和６年３月29日 健高在第1399号（局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、別に定めがあるもののほか、横浜市介護予防・日常生活支援総合事

業実施要綱（平成27年12月18日健高在第893号。以下「横浜市総合事業実施要綱」という。）

に規定する介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

 （用語の定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、介護保険

法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）、介護保険法施行規則（平成11年厚生省

令第36号。以下「省令」という。）、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な

実施を図るための指針（平成27年厚生労働省告示第196号）及び介護保険法施行規則第百

四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準（令和３年厚生

労働省告示第72号）、地域支援事業実施要綱（平成18年６月９日老発第0609001号厚生労

働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙）、横浜市総合事業実施要綱の例

による。 

 

（事業の目的） 

第３条 介護予防ケアマネジメントは、介護予防と自立支援の視点を踏まえ、要支援者等

（指定介護予防支援を受けている者を除く。）の心身の状況、その置かれている環境その

他の状況に応じて、自らの選択に基づきサービスが包括的かつ効率的に実施されるよう、

専門的な視点から、必要な援助を行うことを目的とする。 

 

（介護予防ケアマネジメントの提供に当たっての留意点） 

第４条 介護予防ケアマネジメントの実施に当たっては、介護予防の効果を最大限に発揮

できるよう次に掲げる事項に留意しなければならない。 

(1) 単に運動機能や栄養状態、口腔機能といった特定の機能の改善だけを目指すもので

はなく、これらの機能の改善、環境の調整等を通じて、介護予防ケアマネジメントの

利用者の日常生活の自立のための取組を総合的に支援することによって生活の質の向

上を目指すこと。 

(2) 利用者による主体的な取組を支援し、常に当該利用者の生活機能の向上に対する意

欲を高めるよう支援すること。 

(3) 具体的な日常生活における行為について、利用者の状態の特性を踏まえた目標を、

期間を定めて設定し、当該利用者、指定事業者等とともに目標を共有すること。 

(4) 利用者の自立を最大限に引き出す支援を行うことを基本とし、当該利用者のできる

行為は可能な限り本人が行うよう配慮すること。 

(5) サービス担当者会議等を通じて、多くの種類の専門職の連携により、地域における



様々な保健医療サービス又は福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によ

るサービス等の利用も含めて、介護予防に資する取組を積極的に活用すること。 

(6) 介護給付や予防給付と連続性及び一貫性を持った支援を行うよう配慮すること。 

(7) 介護予防サービス・支援計画書の策定に当たっては、利用者の個別性を重視した効

果的なものとすること。 

(8) 機能の改善の後についてもその状態の維持への支援に努めること。 

 

（利用手続） 

第５条 要支援者等が介護予防ケアマネジメントを利用しようとする場合は、横浜市介護

保険関係申請・通知等事務取扱要綱（平成21年９月25日健介第1014号）第13条に規定す

る様式（第17号様式）に被保険者証を添付して、区長に届け出るものとする。 

また、その区域を担当している地域包括支援センターに直接申し込み、介護予防ケア

マネジメント契約を締結する。 

２ 要支援者が、省令95条の２の規定により、指定介護予防支援を受けることにつき区長

に届け出ている場合には、前項の規定による届出があったものとみなす。 

３ 区長は、基本チェックリストにより事業対象者に該当した者から第１項の規定による

届出があった場合は、受給者台帳に登録し、被保険者証を発行する。 

 

（介護予防ケアマネジメントの類型） 

第６条 介護予防ケアマネジメントを次に掲げる類型により実施するものとする。 

(1) ケアマネジメントＡ（原則的な介護予防ケアマネジメント） 

   第１号事業（介護予防ケアマネジメントを除く。）を利用する場合等に実施する。 

(2) ケアマネジメントＣ（初回のみの介護予防ケアマネジメント） 

   補助の方法により実施する第１号事業及び一般介護予防事業の利用につなげる場合

等に実施する。 

 

 （実施内容） 

第７条 実施する内容は、次のとおりとする。 

(1) 利用申込みの受付 

(2) 利用者との契約締結 

(3) 契約書の確認 

(4) アセスメント 

(5) 介護予防サービス・支援計画書原案の作成 

(6) サービス担当者会議の開催 

(7) 介護予防サービス・支援計画書案の決定 

(8) 介護予防サービス・支援計画書の交付 

(9) サービスの提供 

(10) モニタリング 

(11) 評価 

(12) 評価及び介護予防サービス・支援計画書変更案の確認 



(13) 給付管理業務 

(14) 介護予防ケアマネジメント費請求及び神奈川県国民健康保険団体連合会（以下「国

保連」という。）への給付管理票送付 

(15) 介護予防小規模多機能型居宅介護事業所との連携に係る業務  

２ ケアマネジメントＣについては、前項第６号、第10号、第11号、第12号、第13号及び

第15号を省略できるものとする。 

 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第８条 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あら

かじめ、利用申込者又はその家族に対し、実施内容の概要その他の当該利用申込者のサ

ービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該

提供の開始について当該利用申込者の同意を文書により得なければならない。 

２ 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじ

め、介護予防サービス・支援計画書が利用者の希望等に基づき作成されるものであり、

利用者は複数の指定事業者等を紹介するよう求めることができること等につき説明を行

い、理解を得なければならない。 

３ 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの提供の開始に際し、あらかじ

め、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生

じた場合には、介護予防ケアマネジメントに従事する職員（以下「担当職員」という。）

の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるよう求めなければならない。 

４ 地域包括支援センターは、利用申込者又はその家族から申出があった場合には、第１

項の規定による文書の交付に代えて、第６項で定めるところにより、当該利用申込者又

はその家族の承諾を得て、当該文書に記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を使用する方法であって次に掲げるもの(以下「電磁的方

法」という。)により提供することができる。この場合において、当該地域包括支援セン

ターは、当該文書を交付したものとみなす。 

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 地域包括支援センターの使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用

に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る

電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 地域包括支援センターの使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録され

た第１項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の

閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたフ

ァイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又

は受けない旨の申出をする場合にあっては、地域包括支援センターの使用に係る電

子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法) 

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を

確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに第１項に規定する

重要事項を記録したものを交付する方法 

５ 前項に掲げる方法は、利用申込者又はその家族がファイルへの記録を出力することに



よる文書を作成することができるものでなければならない。 

６ 第４項第１号の「電子情報処理組織」とは、地域包括支援センターの使用に係る電子

計算機と、利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し

た電子情報処理組織をいう。 

７ 地域包括支援センターは、第４項の規定により第１項に規定する重要事項を提供しよ

うとするときは、あらかじめ、当該利用申込者又はその家族に対し、その用いる次に掲

げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書又は電磁的方法による承諾を得なければな

らない。 

(1) 第４項各号に規定する方法のうち地域包括支援センターが使用するもの 

(2) ファイルへの記録の方式 

８ 前項の規定による承諾を得た地域包括支援センターは、当該利用申込者又はその家族

から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったとき

は、当該利用申込者又はその家族に対し、第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方

法によってしてはならない。ただし、当該利用申込者又はその家族が再び前項の規定に

よる承諾をした場合は、この限りでない。 

 

（提供拒否の禁止） 

第９条 地域包括支援センターは、正当な理由なく介護予防ケアマネジメントの提供を拒

んではならない。 

 

（受給資格等の確認） 

第10条 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの提供を求められた場合に

は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定等の有無及び要

支援認定等の有効期間を確かめるものとする。 

 

（身分を証する書類の携行） 

第11条 地域包括支援センターは、担当職員に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時

及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しなければ

ならない。 

 

（介護予防ケアマネジメント費の請求） 

第12条 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントに要した費用を利用者ごと

の利用状況に応じて、横浜市へ請求するものとする。 

 

（介護予防ケアマネジメント費の額） 

第13条 介護予防ケアマネジメント費の額は、別表の左欄に掲げる区分に応じて、同表の

中欄に掲げる単位数に同表の右欄に掲げる１単位の単価を乗じて算定するものとする。 

２ 前項の規定により算定した場合において、当該額に１円未満の端数があるときは、そ

の端数金額は切り捨てて計算するものとする。 

 



（給付管理票の提出） 

第14条 地域包括支援センターは、毎月、国保連に対し、介護予防サービス・支援計画書

において位置付けられている横浜市総合事業のサービス等のうち、法定代理受領サービ

ス（法第115条の45の３第３項の規定により第１号事業支給費が利用者に代わり指定事

業者に支払われる場合の当該第１号事業支給費に係るサービスをいう。）として位置づ

けたものに関する情報を記載した給付管理票を提出しなければならない。 

 

（実施の一部委託） 

第15条 地域包括支援センターは、ケアマネジメントＡの実施（第７条第１項に規定する

実施内容のうち第３号、第７号、第12号及び第14号を除く。）を指定居宅介護支援事業者

に委託することができる。 

  ただし、初めて介護保険サービスを利用する者が事業対象者になった場合、初回のケ

アマネジメントＡを実施後１クール（概ね３箇月から６箇月まで）が経過するまではこ

の限りではない。 

２ ケアマネジメントＣについては、地域資源の実情を十分に把握して利用者に情報提供

することが必要なため、地域包括支援センターが実施するものとし、委託はできないも

のとする。 

３ 地域包括支援センターは、指定居宅介護支援事業者への委託の際に、公正・中立性に

留意するものとする。 

 

（委託の届出） 

第16条 前条の規定により、地域包括支援センターが、ケアマネジメントＡの一部を指定

居宅介護支援事業者へ委託しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項に

ついて横浜市に届け出なければならない。 

(1) 介護予防ケアマネジメントの一部を委託しようとする事業所の名称及び所在   

  地 

(2) 委託しようとする介護予防ケアマネジメントの内容 

(3) 介護予防ケアマネジメントの一部を委託しようとする期間 

２ 地域包括支援センターは、前項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらか

じめ、その旨を横浜市に届け出なければならない。 

３ 省令第140条の35第１項及び第２項の規定により、指定介護予防支援につき横浜市に

届け出ている場合には、前二項の規定による届出があったものとみなす。 

４ 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントの一部を委託する上で必要な情

報を当該受託者に提供しなければならない。 

５ 第１項の規定による届出は、横浜市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則

（平成24年３月30日規則第34号）第17条に規定する指定介護予防支援委託（変更）届出

書（第15号様式）及び横浜市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防

サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等に関する要綱（平成18年４月１日 

健高健第12号）第２条第２項に規定する指定介護予防支援委託事業所一覧を提出するこ

とにより行う。 



 

（利用者に対する介護予防サービス・支援計画書等の書類の交付） 

第17条 地域包括支援センターは、利用者が要介護認定を受けた場合その他利用者からの

申出があった場合には、当該利用者に対し、直近の介護予防サービス・支援計画書及び

その実施状況に関する書類を交付しなければならない。 

 

（利用者に関する市町村への通知） 

第18条 地域包括支援センターは、介護予防ケアマネジメントを受けている利用者が次の

いずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければ

ならない。 

(1) 正当な理由なしに横浜市総合事業のサービス等の利用に関する指示に従わないこと

等により、要支援状態の程度を増進させたと認められるとき、又は要介護状態になった

と認められるとき。 

(2) 偽りその他不正の行為によって横浜市総合事業のサービス等を受け、又は受けよう

としたとき。 

 

（記録の整備） 

第19条 地域包括支援センターは、利用者に対する介護予防ケアマネジメント提供に関し

て、次に掲げる記録を整備するものとする。 

(1) 個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した介護予防ケアマネジメント台帳 

ア 介護予防サービス・支援計画書 

イ アセスメントの結果の記録 

ウ サービス担当者会議等の記録 

エ モニタリングの結果の記録 

オ 評価の結果の記録 

(2) 指定事業者等との連絡調整に関する記録 

(3) 介護予防ケアマネジメント費の請求に関して市および国保連に提出したものの写し 

(4) 第18条に規定する市町村への通知に係る記録 

(5) 第26条第２項に規定する苦情の内容等の記録 

(6) 第27条第２項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記   

  録 

２ 前項第１号から第３号までの記録についてはその完結の日から５年間、第４号から第

６号までの記録についてはその完結の日から２年間保存するものとする。 

 

（衛生管理等） 

第20条 地域包括支援センターは、担当職員の清潔の保持及び健康状態の管理のための対

策を講じるものとする。  

 

（秘密保持） 

第21条 地域包括支援センターの担当職員又は担当職員であった者は、正当な理由がなく、



その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 地域包括支援センターは、担当職員その他の従業者であった者が、正当な理由がなく、

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を

講じなければならない。 

３ 地域包括支援センターは、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い

る場合は当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意

を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。 

 

(指定事業者等からの利益収受の禁止等) 

第22条 地域包括支援センターは、介護予防サービス・支援計画書の作成又は変更に関し、

担当職員に対して特定の指定事業者等によるサービスを位置付けるべき旨の指示等を行

ってはならない。 

２ 担当職員は、介護予防サービス・支援計画書の作成又は変更に関し、利用者に対して

特定の指定事業者等によるサービスを利用すべき旨の指示等を行ってはならない。 

３ 地域包括支援センター及び担当職員その他の従業者は、介護予防サービス・支援計画

書の作成又は変更に関し、利用者に対して特定の指定事業者等によるサービスを利用さ

せることの対償として、当該指定事業者等から金品その他の財産上の利益を収受しては

ならない。 

 

（状況報告等） 

第23条 市長は、必要があると認めるときは、地域包括支援センターに対し、当該事業の

運営について随時報告させ、又は実地に調査し、必要な指示をすることができる。 

 

（提供の中止） 

第24条 市長は、利用者が要支援者等の要件を欠くに至ったとき、その他利用が的確でな

いと判断されるときは、介護予防ケアマネジメントの提供を中止することができる。 

 

（返還） 

第25条 市長は、偽りその他不正の手段により地域包括支援センターが介護予防ケアマネ

ジメント費の支払いを受けたときは、支払った介護予防ケアマネジメント費の全部又は

一部の返還を命ずることができる。 

 

（苦情処理） 

第26条 地域包括支援センターは、自ら提供した介護予防ケアマネジメント又は自らが介

護予防サービス・支援計画書に位置付けた横浜市総合事業のサービス等に対する利用者

及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。 

２ 地域包括支援センターは、前項の苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録

しなければならない。 

３ 地域包括支援センターは、自ら提供した介護予防ケアマネジメントに関し、市町村が

行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若し



くは照会に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力

するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に

従って必要な改善を行わなければならない。 

４ 地域包括支援センターは、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を

当該市町村に報告しなければならない。 

 

（事故発生時の対応） 

第27条 地域包括支援センターは、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供によ

り事故が発生した場合には、速やかに市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うととも

に、必要な措置を講じなければならない。 

２ 地域包括支援センターは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。 

３ 地域包括支援センターは、利用者に対する介護予防ケアマネジメントの提供により賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。 

 

（委任） 

第28条 この要綱に定めるもののほか、介護予防ケアマネジメントの実施に関し必要な事

項は、健康福祉局長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成28年１月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成28年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、平成30年10月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 ただし、別表の業務継続計画未実施減算については令和７年４月１日から適用する。 

 

  



別表（第13条） 

 

 

区 分 単位数 １単位の単価 

介護予防ケアマネジメントＡ 442単位 

厚生労働省大臣が定める１単

位の単価（平成27年厚生労働

省告示第93号）の規定によ

り、10円に横浜市の地域区分

における介護予防支援の割合

を乗じて得た額とする。 

業務継続計画未実施減算 ４単位 

高齢者虐待防止措置未実施減算 ４単位 

初回加算 

（介護予防ケアマネジメントＡ） 
300単位 

委託連携加算 

（介護予防ケアマネジメントＡ） 
300単位 

介護予防ケアマネジメントＣ 442単位 


